
6月以降の教室について
緊急事態宣言が発出されていない都道府県で、下記教室再開の条件
（3月19日付ご案内と同様）を満たしている教室より順次、教室再
開ができます。
なお、今後感染拡大などの事由で緊急事態宣言が発出された際には
再度、教室の休講にご協力をお願いいたします。

１ 教室会場条件
今までの教室会場が以下条件を満たしていない場合には新たな教室
会場を探してください。
• 教室会場に外気が取り込める窓が取り付けられている会場
教室会場の広さについて、生徒ごとの間隔が2m以上取れる会場
２ レッスン運用条件
これは毎回のレッスンを行う時の守るべき行動条件です。以下の点に
留意してレッスンを運用してください。
• 教室会場に入る前に指導者は生徒に手洗いを行うよう指導する。

(例) 教室をはじめる前に生徒に「手洗いは済ませましたか？」
と一言声をかける。

• できる限りオカリナの吹き口を触らないようにする（手や指にウ
イルスが付着している可能性があります）よう生徒さんにレッス
ン開始前に注意喚起する。

• 教室を行う際には常時換気を行うこと。不可能な場合、30分に１
度休憩を取り、5分以上の換気を必ず行うこと。
(例)「ここまで進むのに30分なので一旦休憩し、換気する」
など、あらかじめレッスン計画に換気を行うことを
組み入れる。

• 同一会場で２クラス以上行う際には、生徒の入れ替え時にも換気
を必ず行う。
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３ 指導者条件（体調管理責任）
これは指導者が教室を継続する条件です。この条件が維持できな
い場合には休講してください。安全な教室を行うために指導者が負
うべき責任です。
• 指導者が、新型コロナウイルス感染者または発表されている感
染者集団（クラスター）に接触していない。

• 毎朝検温を行い、37.5度以上の熱が計測されていない。
• 長時間演奏しないときには飛沫感染を防ぐためマスクを着用す
る。マスクがない場合には口元を手ぬぐい・タオル等で覆う。
４ 生徒の皆さんへの依頼
これは生徒に守ってもらい、安全な教室にしていくために依頼す
る条件です。内容は次ページ掲載（3月19日付にてご案内済の）の
「生徒の皆さんへのお願い」をご確認ください。まだ内容の説明を
行っていない指導者は初回の教室にて必ず説明を行ってください。
○その他
• 手に入るようであればアルコール消毒を教室入り口に設置して
ください。

• 上記の対策に限らず、必要に応じて生徒の健康・安全を第一に
考えた対応を実施してください。
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＜教室休講に対する国や地方自治体の支援について
○持続化給付金
新型コロナウイルスによる影響により今年の1月～12月のうちの月の売上が昨年
の同じ月より50％以上減少した事業者が対象となり、個人事業主には最大100万
円、中小事業者には最大200万円が支給されます。
5月1日より持続化給付金ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp)にて申
請受付を開始しており、申請には2019年分の確定申告書類、売上台帳等の月の売
り上げの減少を証明するもの等が必要となります。
なお、各地の商工会議所等にて予約制で申請をサポートする会場も開設されてお
り、上記ホームページにて紹介されています。
詳しくは持続化給付金ホームページをご覧ください。
・給付額（個人事業主の計算式）
S(給付額)＝A(2019年の年間事業収入)－B(対象月の月間事業収入)×12


